
独立行政法人農林漁業信用基金（法人番号5010005006887）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　② 令和４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和４年度における改定内容

　理事長
　理　 事
　監　 事

２　役員の報酬等の支給状況

令和4年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,590 11,772 5,175
1,459

182
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

R5.3.31 * 　

千円 千円 千円 千円

17,030 10,812 4,753
1,340

123
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

16,353 10,224 4,495
1,267

366
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

16,441 10,224 4,495
1,267

454
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

15,261 9,612 4,226
1,191

231
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

15,221 9,612 4,226
1,191

191
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

15,192 9,612 4,226
1,191

162
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

13,064 8,232 3,619        
1,020

191
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

681 681 -              
0
0

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

千円 千円 千円 千円

2,043 2,043 -              
0
0

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

　

注１：「特別調整手当」とは、東京特別区に勤務する役員に支給される手当である。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

注３：千円未満切り捨てのため、支給総額と各内容の合計額が一致しない場合がある。

B監事
（非常勤）

R4.6.30

理事長

 副理事長  ◇

　当法人は、農林漁業経営に必要な資金の融通を円滑にして農林漁業の健全な発展に資することを目的とした、農林漁業者の信用力を補完する保証・
保険事業を主要事業として行っており、政策的手段として金融的手法を用いて行う事務・事業（以下「金融業務」という。）を行う中期目標管理型の
独立行政法人である。
　役員報酬水準を検討するにあたっては、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考とした。

　※　国家公務員指定職の年間給与（令和４年８月人事院勧告時）
　　　　事務次官　　･･･ 23,235千円
　　　　本府省局長　･･･ 17,698千円

　当法人においては、平成15年10月の発足時から、期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて、増額し、又は減額することができることとし
ている。

　役員報酬は、本俸、特別調整手当、通勤手当及び期末特別手当で構成されている。
　月額相当については、当法人役員給与規程に則り、役員毎に決定される本俸月額に特別調整手当（本俸月額に100分の12.4
を乗じて得た額）を加算した額としている。
　期末特別手当についても、同規程に則り、本俸及び特別調整手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並び
に本俸及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、６月期は100分の162.5を乗じて得た額を、12月期は
100分の167.5を乗じて得た額を基礎として、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて
得た額としている。ただし、期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて、増額し、又は減額することができることと
している。なお、令和４年度では、給与法指定職の改定に準拠して、期末特別手当支給率の引き上げ（年間0.05ヶ月）を実
施した。その際、国家公務員における給与改定の動向を踏まえ、令和3年度の期末特別手当引下げに相当する額については、
令和4年6月の期末特別手当から減額している。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

C理事

A理事  ◇

B理事 ※

D理事 R4.4.1 ◇

C監事
（非常勤）

R4.7.1

     退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

E理事  ※

A監事 ※
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　　理事長

　　副理事長

　　理事

監事

監事
(非常勤)

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和4年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職
千円 年 月

該当なし

千円 年 月

4,273 4 0 R3.9.30 1.0
　

千円 年 月

2,011 2 0 R3.9.30 1.0 　

千円 年 月

該当なし

　　注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

理事長

副理事長

　理事長及び副理事長を補佐して法人の業務の一部を分担掌理し、所掌事務に関して職員を指揮監督する当法人の理事の報酬水
準は、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較考慮したうえで決定されて
おり、当法人の理事の平均年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準（令和3年度）」の「役員
報酬の支給状況」を基に、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の理事の平均年間報酬を算出した（令和3年度における
平均報酬額は16,953千円）ところ、これを下回っており、その報酬水準は妥当なものと考える。

　当法人は、農林漁業の健全な発展に資することを目的として、農林漁業者の信用力を補完する保証保険業務等を行っており、国内
関係組織や行政機関との連携を図るなど強いリーダーシップを発揮して、農林漁業政策の一環である法人の業務を適確に遂行する
とともに、当法人の組織運営を管理するなどの高いマネジメント能力を有し、独立行政法人改革等についても的確に対応できる経験
と能力を十分に有している者を当法人の理事長として招聘する必要がある。
　当法人の役員の報酬水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較
考慮したうえで決定されている。
　当法人の理事長の年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準（令和3年度）」の「役員報酬の
支給状況」を基に、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の長の平均年間報酬を算出した（令和3年度における平均報酬
額は20,828千円）ところ、これを下回っている。
　これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

　法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する当法人の副理事長の報酬水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型
の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較考慮したうえで決定されており、当法人の副理事長の年間報酬は、総
務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準（令和3年度）」の「役員報酬の支給状況」を基に、金融業務を行う中
期目標管理型の独立行政法人の副理事長相当の平均年間報酬を算出した（令和3年度における平均報酬額は18,366千円）ところ、
これを下回っており、その報酬水準は妥当なものと考える。

　業務の監査を行う当法人の監事の報酬水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職
を参考として比較考慮したうえで決定されており、当法人の監事の平均年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における
役職員の給与水準（令和3年度）」の「役員報酬の支給状況」を基に、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の監事の平均
年間報酬を算出した（令和3年度における平均報酬額は14,278千円）ところ、これを下回っており、その報酬水準は妥当なものと考え
る。
　また、当法人の監事（非常勤）の報酬支給基準は非常勤役員手当としており、手当額は独立行政法人農林漁業信用基金役員給与
規程に則り、月額227,000円としている。

　当該法人の役員の報酬は、国家公務員や類似の事業（金融業務）を実施する他法人と比較すると妥当な水準となっており、また、
総務省公表資料による「独立行政法人における役職員の給与水準（令和３年度）」を基に、他の金融業務を行う中期目標管理型の独
立行政法人の役員の平均年間報酬額と比較しても妥当な水準となっていることから、農林漁業者の信用力を補完する保証保険業務
等を適確に遂行し、当該法人を総理する長または長を補佐する役員の報酬として妥当な水準であると考える。

法人での在職期間

理事 ※

監事
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５　退職手当の水準の妥当性について

【主務大臣の判断理由等】

区分

理事長

副理事長

理事

監事

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給の仕組み及び導入実績を含む）

　③　給与制度の内容及び令和4年度における主な改定内容

　

２　職員給与の支給状況

　① 職種別支給状況

総額 うち所定内 うち賞与

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

66 42.3 7,632 5,598 210 2,034
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.8 3,860 3,277 198 583

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員のうち研究職種、医療職種、教育職種については、該当者がいないため欄を省略した。

注３：在外職員、任期付職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

　「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、年度評
価における副理事長の職務に係る担当業務等の評定を用いて、業績勘案率を「1.0」と決定した。なお、決定した業績勘案率につい
ては、総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会により審議され、「意見なし」とされた。このことから、副理事長の退職手当の水
準は妥当であると判断している。

　「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、年度評
価における理事の職務に係る担当業務等の評定を用いて、業績勘案率を「1.0」と決定した。なお、決定した業績勘案率については、
総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会により審議され、「意見なし」とされた。このことから、理事の退職手当の水準は妥当
であると判断している。

常勤職員
（事務・技術）

再任用職員
（事務・技術）

　当法人においては、平成15年10月の発足時から、概ね国家公務員の給与体系に準じた給与規程等を制定しており、職員の勤務成績に応じて、
昇給や勤勉手当の決定を行っている。
　昇給については、勤務成績に応じ昇給区分(５区分)を決定のうえ昇給させるとともに、勤勉手当（査定分）については、基準日以前６箇月以内の期
間における勤務成績に応じて支給することとしている。

　当法人職員給与規程に則り、本俸及び諸手当（扶養手当、一般職職務手当、スタッフ職職務手当、特別都市手当、住居手当、通勤手
当、時間外勤務手当、一般職期末手当、スタッフ職期末手当、一般職勤勉手当及びスタッフ職勤勉手当）としている。
　一般職期末手当及びスタッフ職期末手当については、基準額（本俸月額＋扶養手当＋特別都市手当＋管理職加算額＋役職段階別加算
額）に、６月期は100分の120.0（特定幹部職員にあっては100分の100.0）、12月期は100分の120.0（特定幹部職員にあっては100分の
100.0）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　一般職勤勉手当及びスタッフ職勤勉手当については、基準額（本俸月額＋特別都市手当＋管理職加算額＋役職段階別加算額）に、勤
勉手当支給細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
 なお、令和4年度では、①本俸月額表の改正（平均で0.18%)、②勤勉手当の支給率について0.1ヶ月分の引き上げを実施した。その際、
国家公務員における給与改定の動向を踏まえ、令和3年度の期末手当引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額し
ている。

区分 人員 平均年齢

令和4年度の年間給与額（平均）

　当法人の給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含めた給与の在り方について検証した上で、対国家公務
員地域・学歴別指数（地域・学歴別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）が中期目標期間中(平成30年度から令和4年度)は、毎年度100
を上回らない水準とすることとしている。
　当法人職員の給与水準を検討するにあたっては、他の金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人（主たる事務所を首都圏に置く
12法人）のほか、国家公務員の平均給与を参考にした。（令和4年国家公務員給与等実態調査結果における国家公務員（行政職俸給表
（一））の平均給与月額は405,049円となっており、全職員の平均給与月額は413,064円となっている。）

判断理由

　該当なし

  該当なし

　当法人においては、平成15年10月の発足時から、期末特別手当の額は、その者の職務実績に応じて、増額し、又は減額することが
できることとしており、今後も継続する方針である。

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方
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　②　年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）　　〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：20～23歳は該当者なし。

　③　職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円

8 56.4 11,010 11,805 ～ 9,528

4 51.8 10,058

31 42.6 7,308 9,055 ～ 5,415

7 33.2 5,269 5,649 ～ 4,778

11 27.8 4,448 4,744 ～ 3,959

5 54.9 9,849 10,321 ～ 9,442

　④　賞与（令和４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

46.1 45.1 45.6

％ ％ ％

53.9 54.9 54.4

％ ％ ％

最高～最低 55.5～52.4 56.8～54.2 55.9～53.5

％ ％ ％

55.1 52.9 54.0

％ ％ ％

44.9 47.1 46.0

％ ％ ％

最高～最低 52.7～41.4 55.1～39.2 53.8～41.0

係　　　員

専 門 職

区  分

管理職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

年間給与額

最高～最低

部　　　長

課　　　長

課長補佐

主　　　任

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

一般職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

注３：36～39歳の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
のあることから、　「第1四分位」及び「第3四分位」は表示していない。

注：課長は４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年間給与額」
の「最高～最低」は記載していない。
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　・年齢勘案 113.3

　・年齢・地域勘案 100.6

　・年齢・学歴勘案 111.0

　・年齢・地域・学歴勘案 99.1

　　（参考）　国家公務員（行一）     61.7%（令和4年国家公務員給与等実態調査より、大学卒の人員構成比）

　　　　 　　　信用基金　　　　90.9%（常勤職員数66名中60名）

　【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 0.3 %】

　　（国からの財政支出額716,964千円、支出予算の総額283,542,512千円：令和４年度予算）

　【管理職の割合　18.1％（常勤職員数66名中12名）】

　【大卒以上の高学歴者の割合　90.9％（常勤職員数66名中60名）】

　【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合0.9％】

　　（支出総額108,160,977千円　給与・報酬等支出総額926,148千円：令和4年度決算）

　【検証結果】

　　（法人の検証結果）

　

　１．給与水準是正の目標水準

　２．具体的な措置

　　　　　【管理職割合】

      　　　H20.4 42.3%  →　H24.4 34.6%  → H31.4 29.7% →R5.4 18.1％　　

　　　②　昇任、昇格の厳格化

　　　③　特別都市手当（国の地域手当に相当）を抑制

　　　　　【支給割合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（R5.4.1現在）

　　　　　　国（東京都特別区）　　 20％

　　　　　　信用基金　　 　　　   　 13％

　国に比べて給与水準
　が高くなっている理由

　１．職員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の場合と同様に物価等も踏まえて、主に民間
　　賃金が高い地域に在職する職員に支払われる手当（特別都市手当）の支給を受けている。

　２．各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に対する債務保証に対する保険等の業務を
　　行っており、保険や金融に関する高い専門性が求められることから、高学歴（大卒）の職員の割合が
　　高い。

　給与水準の妥当性の
　検証

　【累積欠損額 0円（令和4年度決算）】

　　　当法人が農林漁業政策の一環として行っている農林漁業者の信用力を補完する保証保険業務等に
　　は、保険や金融に関する高い専門性が求められることから、高学歴（大卒）の職員の割合が高くなって
　　いる。また、職員全員が東京特別区の勤務であり、民間賃金が高い地域に在職する職員に支払われる
　　手当（特別都市手当）の支給を受けている。
　　  これらの事情により、対国家公務員指数（年齢勘案）は国家公務員より高い水準であるが、対国家公
　　務員指数（年齢・地域・学歴勘案）は99.1であり当法人の給与水準は適切であると考える。

　　（主務大臣の検証結果）

　　　職員全員が東京特別区勤務であること及び大卒以上の者の割合が多いため国家公務員（年齢勘案
　　及び年齢・学歴勘案）より高い水準であるが、勤務地による諸手当及び大卒以上の者の割合の影響が
　　少ない年齢・地域・学歴勘案の指数は、国家公務員より低い水準であり、法人の給与は適切な水準に
　　あると考える。

項　目 内　　容

対国家公務員
指数の状況

　（参考）国家公務員（行一）33.0％（令和4年国家公務員給与等実態調査より、支給区分1級地の人員構成比）

　　給与水準については、その適正化を図るため、国家公務員の給与規程等の状況を踏まえ、必要に応じ
　給与規定の見直しを行う。（第5期中期目標（令和5年度～令和9年度））。

　 　　　　国の東京都特別区の地域手当と比較し、引き続き支給割合の抑制を継続。

　　　①　組織体制の見直し、非管理職のスタッフ職の活用などにより、引き続き管理職割合の抑制を継続。

　 　　　　令和３年から上位の職位への昇任、昇格の際に、人事評価結果等本人の能力の評価を厳格に反
　　　　映する取組を実施。

講ずる措置
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４　モデル給与

　　○　２２歳（大卒初任給）
　　　　　月額 198,400円　　年間給与3,271,000円  
　　○　３５歳（課長補佐）
　　　　　月額 357,306円　　年間給与 6,052,000円
　　○　５０歳（課長）　
　　　　　月額 603,646円　　年間給与 10,114,000円
※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人について10,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和4年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中期目標管理法人であるため、中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載している。

総人件費について参考となる事項

　

　（概要）

Ⅳ その他

区　　分

給与、報酬等支給総額
968,514 963,871 946,821 926,148

　昇給については、勤務成績に応じ昇給区分(５区分)を決定のうえ昇給させるとともに、勤勉手当（査定分）については、基準日以前６
箇月以内の期間における勤務成績に応じて支給することとしている。
　当法人の給与規程等については、人事院勧告を受けた国家公務員給与改定を基礎として改正することとしており、今後も継続する
方針である。

988,182

165,673

退職手当支給額
35,559 65,127 73,536 28,173

非常勤役職員等給与
16,812 20,022 19,881 13,389

93,192

15,075

　　　給与、報酬等支給総額については、対前年度比2.2 ％減、最広義人件費については、対前年度比6.4％減となった。
　　　主な減額要因については、次のとおり。

 (主な要因）
　  （１）給与、報酬等支給総額
　　　　給与支給対象人員が年平均５名減少した。
　
　　（２）最広義人件費
　　　　「退職手当支給額」について、一人当たりの支給額が減額し全体で6.4%減となった。

２．「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、役職員について平成30年１月に
所要の改正を行った。

　対国家公務員指数（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）作成のための調査対象者数が少ない法人にあっては、人事交流等による
職員分布の変化によって指数が大きく変動する場合があり、経年変化をみる際は留意する必要がある。

　　①役員　従来の退職手当の額に100分の83.7の割合を乗じ、引下げを実施

　　②職員　勤続年数別支給率を国に準じ改正し、引下げを実施

１．給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の増減要因

最広義人件費
1,185,359 1,215,229 1,208,255 1,130,5041,262,124

福利厚生費
164,473 166,207 168,017 162,792
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